
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ５０,６９９,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

東京都練馬区北町五丁目地先から
埼玉県上尾市地頭方地先

（第１回）契約変更の内容

令和７年９月１９日

株式会社復建技術コンサルタント　東京支店

東京都千代田区内神田二丁目１６番９号

Ｒ６新大宮上尾道路詳細設計他業務

１２４,１０２,０００円（税込み）

土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

交通量調査（北町ＩＣ）
応用測量
道路詳細設計
一般構造物設計
道路設計
地下構造物設計
宮前ＪＣＴ施工計画検討

令和７年３月１９日

令和８年３月２５日

７３,４０３,０００円（税込み）



１． 交通量調査（北町ＩＣ）
　交通量調査において、警察協議より最新の交通量資料作成が
必要となったため、交通量調査（北町ＩＣ）を追加する。
２． 応用測量
　ＭＭＳ測量および路線測量において、宮前ＪＣＴ付近の施工
基面が現在発注している橋脚工事で地形が変化したため、応用
測量を追加する。
３． 道路詳細設計
　道路詳細設計において、新大宮バイパスおよび上尾道路、取
付道路の切回し道路設計を本業務から外したため、道路詳細設
計（新大宮バイパス）を数量減とする。
４． 道路詳細設計
　道路詳細設計において、取付道路設計・排水詳細設計・暫定
形・与野大宮道路の詳細修正設計が必要となったため、道路詳
細設計（取付道路）を増工する。
５． 一般構造物設計
　一般構造物詳細設計において、重力式擁壁が減工となりプレ
キャストＬ型擁壁割付図の箇所数が減となったため、一般構造
物設計を数量減とする。
６． 道路設計
　設計業務において、用地協議・取付道路協議資料作成が必要
となったため、道路設計を増工する。
７． 地下構造物設計
　上尾道路区間において、下部工と干渉する電線共同溝の移設
設計が必要となったため、地下構造物設計を増工する。
８． 宮前ＪＣＴ施工計画検討
　施工計画検討において、隣接橋との施工性を配慮した施工計
画が必要となったため、宮前ＪＣＴ施工計画検討を増工する。

変更理由



変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ４,９３９,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 １２９,０４１,０００円（税込み）

土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

測量業務（MMS測量と下水道管調査工）の追加
設計業務（道路詳細設計（A））の減工
平面交差点設計の追加
排水構造物設計
一般構造物設計の減工
道路設計その他設計の追加
地下構造物設計（電線共同溝設計）
宮前ＪＣＴ施工計画検討の追加

令和７年３月１９日

令和８年３月２５日

１２４,１０２,０００円（税込み）

東京都練馬区北町五丁目地先から
埼玉県上尾市地頭方地先

（最終）契約変更の内容

令和８年３月２４日

株式会社復建技術コンサルタント　東京支店

東京都千代田区内神田二丁目１６番９号

Ｒ６新大宮上尾道路詳細設計他業務



○測量業務（MMS測量と下水道管調査工）の追加
・数量精査及び現地踏査の結果、MMS測量と下水道管調査工が必
要となったため、MMS測量の変更と下水管調査工を追加する。

○設計業務（道路詳細設計（A））の減工
・現地踏査の結果、道路詳細設計（A）の取付道路について作業
区間が減となったため、道路詳細設計（Ａ）を減工とする。

○平面交差点設計の追加
・現地踏査の結果、与野大宮道路の交差点協議を行う必要が生
じたため、平面交差点設計を追加する。

○排水構造物設計
・現地踏査の結果、上尾道路区間の橋台・橋脚工事が横断する
排水管と干渉することから、移設の協議及び移設先の詳細設計
を行う必要が生じたため、排水構造物設計を追加する。

○一般構造物設計の減工
・現地精査の結果、設計条件の変更が生じたことから一般構造
物設計を減工とする。

○道路設計その他設計の追加
・現地踏査の結果、用地協議・工事図面作成の箇所数が増と
なったため、道路設計その他設計を増工する。

○地下構造物設計（電線共同溝設計）
・現地踏査の結果、上尾道路区間の橋台・橋脚工事が横断する
電線共同溝と干渉することから、移設の協議及び移設先の詳細
設計を行う必要が生じたため、地下構造物設計（電線共同溝設
計）を増工する。

○宮前ＪＣＴ施工計画検討の追加
・数量精査の結果、ＢＩＭ／ＣＩＭモデル作成が増となったた
め、宮前ＪＣＴ施工計画検討を増工する。

変更理由


